
高等裁判所経由を要しない報告事項等について

平成19年3月8日総一第000188号高等裁
判所長官，地方裁判所長，家庭裁判所長あて総務
局長通知

槌右裁判駈茎は家庭裁判駈が最高裁判所に報告をするには,下級裁判所事務処理規則(昭和2
3年最高裁判所規則第16号）第26条の規定により高等裁判所を経由することになっています
が，報告事務の縮減の一環として，別表「報告事項等」の欄記載の事項については，高等裁判所
経由を要しないこととされましたので，よろしくお取り計らいください。
なお，別表「高裁への送付の要否」の欄に腰」と記載された事項及び高等裁判所から別に報
告文書等の送付を指示された事項については，最高裁判所への報告と同時に高等裁判所に対して
も当該報告文書等を送付してください。
おって，平成8年1月29日付け最高裁総一第23号総務局長通知「高等裁判所経由を要しな
い報告事項等について」による取扱いは，廃止します。

〃
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(別表）

報告事項等 根拠通達等 高裁への送付の
要否

1 篭一審謝上方策地方協蟻会
及び懲醗結果の報告．

●

の委員の櫓廟 昭和31年7月19日付け最
226号事務総長通達

．
》
。

要

2
弁霞士等に対する後見開始の審判，保佐
開始の審判及び破産手続開始の決定が確
定した堀合の報告

け最高裁際第12
・要

3
等の報告

平成6年12月27日付け最高雛一第
390号総務局長通達 要

4
職鯛
鮨

に対する加害行為等に

■

関する 平成6年12月27日付け最高麹総一第
391号総務局長通達 ． 要

5

■

個人情報ファイル簿の電子データの送信
平成18年3月
GOO調7号総務局

●

17日付け最高
長依命通達

翻総-錦
要

6
薗易裁判所及び家庭裁判所出張所の適正
恩歴に伴う出彊事件処理の鬮査

昭和63年5月20日付け及び平成4年
12月21日付けの総務局第一腺長書簡

要

7
自治大臣及び中央選挙管理会に対する選
拳関係鴎舩についての通知及び判決書圃
本の送付並びに当選人等の処刑の通知

公職選挙法第220条及び第254条
(平成5年10月18日付けの総務局長
密簡穆卿

8 判決書作賎長期未了事件に関する報告
平成6年12月27
25号寧墓繰昼彌遥

日付け最高裁総二第

9
ﾘ決書作成長期未了人事鴎訟事件に関す
る報告

平成16年12月14日付け最高翻総二
A第㈹0003号事務総長通達



10 2項持別保存の
8

報告

●

晋譽鐡鰻墨黒羅最高裁総三第

11 [E受験者の本務庁の異動等の報告 平成16年5月7日付け最高裁人任
A第21号人事局長，総研所長通達 要

12 [A受験者の本務庁の異動等の報告 平成17年5月2日付け最高裁人任
二A"O005印号人事局長通達 要

13
口

偵務負担額計算書及
の鯛書提出

び未処理事項

◆

昭和38年3月9日付け最高裁経主
第171号鯉理局長通達

14 平成7年3月30日付け最高裁経監
第41号経理局長依命通達

15 哉判関係用
●

紙の数畳認杏 日付け最高
長通知

裁経用

16
段置
る回答の経由

平成7年3月.29日付け最高裁鋸屋
第1号 ． 要

17

i渡資金の月例
§入歳出外現金
R告

検査の結果報告
の月例検査の結果

贈物の月例検査の結果報告

平成7年3月29日付け最高裁規程
第1号
平成8年6月12日付け最高裁経監
第83号経理局長通達

18
実地検査終了後の報告
実地検査の回答書の提出

昭和23年3月25日付け最高裁会
甲第513号事務総長通達

要

19 予算執行職員の違反に関する報告
昭和25年7月13日付け最高裁会
甲第1194号経理局長通達

要



乎厩o牛8月
霞96号鐸喪

釦 隔地の指定 昭和30年6月
第795号

3日付け最高裁会甲

21
国債証券につ
請

いて買入消却の承露申昭和60年12月28日付け最高裁
怪監第66号経理局長依命通達

22 取引銀行口座の廃止等の通知 昭和60年12月28日付け最高裁
経監第67号経理局長遮漣

｡ 巳

23

貝か鼬人寺として硫竹可今嚇台に

給する旅費の上申
員以外の者の旅費の支給の麗可上

額旅費の滅額の潔可上申
46条の規定を適用する堀合の認
上申

昭和61年9月12日付け最高裁経
監第16号事務総長依命通達 要

刺 歳入歳出外現金出納計算雷等の送付
平成4年9月29日付け最高裁怪監
第113号経理局長依命通達

25

●

物品の誼与等の報告
平成4年12月3日付け最高裁経監
第135号事務総長依命通達

要

26

行槻関として指定できる官職等に

り雛い特別な事情がある場合の承
申鯖
計法第40条に規定する出納員の
命上申
納官吏等の任命上申
入歳出外現金出納官吏等の任命上

一所在地にある地裁本庁又は支部
取り扱う承潔申鬮

裁経監
要

刀 是正処理状況の報告
平成7年3月30日付け最高裁経監
第39号経理局長依命通達

要

羽
部支
請
等における特例に関する承潔申平成

第6
け最高裁経監

要



29 契約実績額の報告 平成9年9月26日付け最高裁経監
第106号経理局長通達

30 巖入徴収官の設置等の規定と異な
る定めをする場合の上申

平成10年3月24日付け最高裁経
監第15号経理局長依命通達 要

31
契約審査委員への求意見
財務大臣及び会計検査院への書面
提出

平成14年10月11日付け最高裁
経監第111号経理局長通達

要

32
操作カードの鋤ﾛ配布
不要となった操作カードの返却

１
１
輪
鰯

最高裁経

33

一括鯛達の承認を得る上申
所要の予算の手当ての方法に関す
る上申及び示達

平成17年3月25日付け最高観経
監第000082号経理局長依命通達

要

34 支払遅延報告書

●

昭和25年3月9日付け会計検査院
普第975号

要

35 職信蛎凋聯
．
ベの提出

平成7年3月30日付
第4号経理局長通達

■

け最高裁経管

36．

民事鯛停委員及び家事調停委員に
対する地方裁判所長表彰又は家庭
裁判所長表彰の表彰人数等の報告

平成元年4月1日付け最高裁民二第
844号事務総長通達

37
司法委員及
関する報告

び鑑定委員の員数等に 平成4年フ月8日付け最高裁民二第
194号民事局長通達

38

民事調停委
対す

員及び家事鯛停委員に
る旅費並びに司法委員及び参
与員に対する日当の支給状況の報
生
巨

平成4年10月8日付け最高裁民二
第289号民事局長，家庭局長通達



39 び行政訴訟事件の鑑 平成11年7月19日付け最高裁
民二第357号民事局長，行政局
長通達

40 執行官の兼務庁への出張旅費の調査 城6年11月29日付け最高裁
:三第393号民事局長通運

■
●

41
憧限の委任に関する報告
g務員の使用承認等に関する報告

平成6年12月20日付け最高裁
民三第434号民事局長彌譲

42 執行官任用希望者鯛査
》
函
12月20日付けの民事

要

43
一
鮪

のための警備状況の

今

■

城4年12月24日付け最高裁
リー第287号刑事局長通達

44
刑事事件の事件報告(別表の9の項
及び10の項記睡の事件報告を除
<・）

城13年3月30日付け最高裁
リー第110号刑事局長，家庭局
鑓達

45
跨
耐
に関する裁判書等の写しの 戒10年12月8日付け最高裁

'二第323号刑事局昼邇達

46

l事裁判における証拠開示に関する
淀爾求事件等に関する決定書等の
Rしの鮒

●

平成17年10月27日付け最高
銭刑二第00M的号刑事局長通達

47 公職選挙

q

法違反事件の統計報告

写

城6年10月27日付け最高裁
ﾘ三第345号刑事局長通達

48

心神喪失等の
を行った者の
る法律に
告及び警

状態で重大な他害行為
医療及び観察等に関

よる処遇事件等の事件の
侭状況の報告

す
報
城17年6月28日付け最高裁
1三第側0104号刑事局長通達



49 遺産分割事件の係属期間等の報告 平成5年12月6日付け最高裁家一
第361号家庭局長通達 要

50 少年補導委託状況の調査 平成9年12月15日付け最高裁家
一第488号家庭局長通達

51 法廷等器具の使用状況等の鯛査 平成10年1月8日付け最高裁家一
第2号家庭局長通達

52

O

参与員の員数等に関する報告 平成17年12月16日付け最高裁
家一馴蠅”号家庭局長通達

53
支部の鏑正配
理の調査

Q

置に伴う出張事件処
平成2年4月17日付け，平成4年
12月22日付け及び平成18年1
2月18日付けの家庭局第一課長書
簡

要

54 付添人扶助制度の実施状況の調査 平成6年5月26日付け最高裁家二
第142号家庭局長通達

55
補導委託の運営に
生
E． 。

関する事項の報 平成9年3月31日付け最
第99号家庭局長依命通達

高裁家
■■■■

要

56

●

補導委託の実績に関する調査 平成9年10月8日付け最高裁家二
第411号家庭局長通達

57 補導委託先の視察結果

e

の報告 平成17年8月16日付け最高鑓家
二第000841号家庭局長頽識

58
鑓
等
官研究費による研究闇金申賄 平成6年12月27日付け最高裁家

三第435号家庭局長，経理局長通
運

要



〃

ー

、

59 医官研究費による研究謝金申鯖等

○

１
７
年
３
６
４
成
第
平
三

達

2月27日付け最高裁家
号家庭局長，経理局長逓 要

60

外部から最高裁判所に対し，又は下
騒裁判所事務処理規則第27条に規
定する中央官庁等から直接に下級裁
判所に対し，下級裁判所の観判害写
しの提供の依頼があり，最高栽判所
から同栽判害写し（送付文を含
む｡ .）を最高裁判所へ送付するよう
階示された場合（高等裁判所を経由
するよう指示された場合を除く。）

ゆ む


